
議案第４６号 

令和３年度日進市一般会計歳入歳出決算の認定について 

 令和３年度日進市一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり認定に付します。 

  令和４年８月３０日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

 地方自治法第２３３条第３項に基づき提案するものであります。 





議案第４７号 

令和３年度日進市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 令和３年度日進市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり認定に付しま

す。 

  令和４年８月３０日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

 地方自治法第２３３条第３項に基づき提案するものであります。 





議案第４８号 

令和３年度日進市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

 令和３年度日進市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり認定に付し

ます。 

  令和４年８月３０日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

 地方自治法第２３３条第３項に基づき提案するものであります。 





議案第４９号 

令和３年度日進市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

 令和３年度日進市介護保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり認定に付します。 

  令和４年８月３０日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

 地方自治法第２３３条第３項に基づき提案するものであります。 





議案第５０号 

令和３年度日進市三ケ峯台団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

令和３年度日進市三ケ峯台団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり

認定に付します。 

令和４年８月３０日提出 

日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

地方自治法第２３３条第３項に基づき提案するものであります。 





議案第５１号 

令和３年度日進市南山エピック団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定

について 

令和３年度日進市南山エピック団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算を別冊のと

おり認定に付します。 

令和４年８月３０日提出 

日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

地方自治法第２３３条第３項に基づき提案するものであります。 





議案第５２号 

令和３年度日進市五色園団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て 

令和３年度日進市五色園団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり認

定に付します。 

令和４年８月３０日提出 

日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

地方自治法第２３３条第３項に基づき提案するものであります。 





議案第５３号 

令和３年度日進市下水道事業会計の利益の処分及び決算の認定について 

 令和３年度日進市下水道事業剰余金処分計算書のとおり利益を処分することについ

て議会の議決を求めるとともに、令和３年度日進市下水道事業会計決算を別冊のとお

り認定に付します。 

  令和４年８月３０日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

提案理由 

 地方公営企業法第３０条第４項及び第３２条第２項に基づき提案するものでありま

す。 





議案第５４号 

   日進市職員の育児休業等に関する条例の一部改正について 

 日進市職員の育児休業等に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。 

  令和４年８月３０日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、国家公務員に係る非常勤職員の育児休業の取得の要件の

緩和及び柔軟化に準じて日進市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する必

要があるからであります。 

２ 主な改正点 

（１）非常勤職員について、子の出生後８週間以内における任期に係る育児休業の取

得の要件を緩和する。 

（２）非常勤職員の子が１歳以降における育児休業の取得の柔軟化のため、１歳到達

日の翌日でない日からの育児休業の取得を可能とする。 

（３）その他必要な規定の整理を行う。 
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日進市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

日進市職員の育児休業等に関する条例(平成4年日進町条例第1号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

(育児休業をすることができない職員) (育児休業をすることができない職員) 

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定め

る職員は、次に掲げる職員とする。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 非常勤職員であって、次のいずれかに

該当するもの以外の非常勤職員 

(4) 次のいずれかに該当する非常勤職員

以外の非常勤職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

(ア) その養育する子(育児休業法第2

条第1項に規定する子をいう。以下同

じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1

歳6か月到達日」という。)(当該子の

出生の日から第3条の2に規定する期

間内に育児休業をしようとする場合

にあっては当該期間の末日から6月

を経過する日、第2条の4の規定に該

当する場合にあっては当該子が2歳

に達する日)までに、その任期(任期

が更新される場合にあっては、更新

後のもの)が満了すること及び引き

続いて任命権者を同じくする職(以

下「特定職」という。)に採用されな

いことが明らかでない非常勤職員 

(ア) その養育する子(育児休業法第2

条第1項に規定する子をいう。以下同

じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1

歳6か月到達日」という。)(第2条の4

の規定に該当する場合にあっては、2

歳に達する日)までに、その任期(任

期が更新される場合にあっては、更

新後のもの)が満了すること及び引

き続いて任命権者を同じくする職

(以下「特定職」という。)に採用さ

れないことが明らかでない非常勤職

員 

(イ) 略 (イ) 略  

イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 イ 第2条の3第3号に掲げる場合に該当

する非常勤職員(その養育する子が1歳

に達する日(以下この号及び同条にお

いて「1歳到達日」という。)(当該子に

ついて当該非常勤職員がする育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の1

歳到達日後である場合にあっては、当

該末日とされた日)において育児休業

をしている非常勤職員に限る。) 
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(ア) その養育する子が1歳に達する日

(以下「1歳到達日」という。)(当該子

について当該非常勤職員が第2条の3

第2号に掲げる場合に該当してする育

児休業の期間の末日とされた日が当

該子の1歳到達日後である場合にあっ

ては、当該末日とされた日。以下(ア)

において同じ。)において育児休業を

している非常勤職員であって、同条第

3号に掲げる場合に該当して当該子の

1歳到達日の翌日を育児休業の期間の

初日とする育児休業をしようとする

もの 

(イ) その任期の末日を育児休業の期

間の末日とする育児休業をしている

場合であって、当該任期を更新され、

又は当該任期の満了後引き続いて特

定職に採用されることに伴い、当該育

児休業に係る子について、当該更新前

の任期の末日の翌日又は当該採用の

日を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとするもの 

 ウ その任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤

職員であって、当該育児休業に係る子

について、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き

採用されることに伴い、当該任期の末

日の翌日又は当該引き続き採用される

日を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとするもの 

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日) (育児休業法第2条第1項の条例で定める日) 

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定

める日は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める日とする。 

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定

める日は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、当該各号に定める日とする。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を

養育する非常勤職員が、次に掲げる場合

のいずれにも該当する場合(当該子につ

いてこの号に掲げる場合に該当して育児

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を

養育するため、非常勤職員が当該子の1歳

到達日(当該子を養育する非常勤職員が

前号に掲げる場合に該当してする育児休
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休業をしている場合であって第3条第7号

に掲げる事情に該当するときはイ及びウ

に掲げる場合に該当する場合、市長が定

める特別の事情がある場合にあってはウ

に掲げる場合に該当する場合) 当該子

の1歳6か月到達日 

業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に

掲げる場合若しくはこれに相当する場合

に該当してする地方等育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の1歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされ

た日(当該育児休業の期間の末日とされ

た日と当該地方等育児休業の期間の末日

とされた日が異なるときは、そのいずれ

かの日))の翌日(当該子の1歳到達日後の

期間においてこの号に掲げる場合に該当

してその任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤職

員であって、当該任期が更新され、又は

当該任期の満了後に特定職に引き続き採

用されるものにあっては、当該任期の末

日の翌日又は当該引き続き採用される

日)を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとする場合であって、次に

掲げる場合のいずれにも該当するとき 

当該子の1歳6か月到達日 

ア 当該非常勤職員が当該子の1歳到達

日(当該非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非

常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合

若しくはこれに相当する場合に該当し

てする地方等育児休業の期間の末日と

された日が当該子の1歳到達日後であ

る場合にあっては、当該末日とされた

日(当該育児休業の期間の末日とされ

た日と当該地方等育児休業の期間の末

日とされた日が異なるときは、そのい

ずれかの日))の翌日(当該配偶者がこ

の号に掲げる場合又はこれに相当する

場合に該当して地方等育児休業をする

場合にあっては、当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日の翌日以前の

日)を育児休業の期間の初日とする育

児休業をしようとする場合 

イ 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が

ア 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が
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前号に掲げる場合に該当してする育児

休業の期間の末日とされた日が当該子

の1歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日)において育児休

業をしている場合又は当該非常勤職員

の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配

偶者が同号に掲げる場合又はこれに相

当する場合に該当してする地方等育児

休業の期間の末日とされた日が当該子

の1歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日)において地方等

育児休業をしている場合 

する育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の1歳到達日後である場合に

あっては、当該末日とされた日)におい

て育児休業をしている場合又は当該非

常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達

日(当該配偶者がする地方等育児休業

の期間の末日とされた日が当該子の1

歳到達日後である場合にあっては、当

該末日とされた日)において地方等育

児休業をしている場合 

ウ 略 イ 略 

エ 当該子について、当該非常勤職員が

当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が

前号に掲げる場合に該当してする育児

休業の期間の末日とされた日が当該子

の1歳到達日後である場合にあっては、

当該末日とされた日)後の期間におい

てこの号に掲げる場合に該当して育児

休業をしたことがない場合 

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場

合) 

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場

合) 

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定

める場合は、1歳6か月から2歳に達するまで

の子を養育する非常勤職員が、次の各号に

掲げる場合のいずれにも該当する場合(当

該子についてこの条の規定に該当して育児

休業をしている場合であって次条第7号に

掲げる事情に該当するときは第2号及び第3

号に掲げる場合に該当する場合、市長が定

める特別の事情がある場合にあっては同号

に掲げる場合に該当する場合)とする。 

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定

める場合は、1歳6か月から2歳に達するまで

の子を養育するため、非常勤職員が当該子

の1歳6か月到達日の翌日(当該子の1歳6か

月到達日後の期間においてこの条の規定に

該当してその任期の末日を育児休業の期間

の末日とする育児休業をしている非常勤職

員であって、当該任期が更新され、又は当

該任期の満了後に特定職に引き続き採用さ

れるものにあっては、当該任期の末日の翌

日又は当該引き続き採用される日)を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とする場合であって、次の各号のいずれに

も該当するときとする。 

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月

到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者

がこの条の規定に該当し、又はこれに相
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当する場合に該当して地方等育児休業を

する場合にあっては、当該地方等育児休

業の期間の末日とされた日の翌日以前の

日)を育児休業の期間の初日とする育児

休業をしようとする場合 

(2) 略 (1) 略 

(3) 略 (2) 略 

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当

該子の1歳6か月到達日後の期間において

この条の規定に該当して育児休業をした

ことがない場合 

 (育児休業法第2条第1項ただし書の人事院

規則で定める期間を基準として条例で定め

る期間) 

第2条の5 育児休業法第2条第1項ただし書の

人事院規則で定める期間を基準として条例

で定める期間は、57日間とする。 

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で

定める特別の事情) 

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で

定める特別の事情) 

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情

とする。 

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条

例で定める特別の事情は、次に掲げる事情

とする。 

(1)～(4) 略 (1)～(4) 略 

 (5) 育児休業(この号の規定に該当したこ

とにより当該育児休業に係る子について

既にしたものを除く。)の終了後、3月以

上の期間を経過したこと(当該育児休業

をした職員が、当該育児休業の承認の請

求の際育児休業により当該子を養育する

ための計画について任命権者に申し出た

場合に限る。)。 

(5) 略 (6) 略 

(6) 略 (7) 略 

(7) 任期を定めて採用された職員であっ

て、当該任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしているものが、

当該任期を更新され、又は当該任期の満

了後引き続いて特定職に採用されること

に伴い、当該育児休業に係る子について、

(8) その任期の末日を育児休業の期間の

末日とする育児休業をしている非常勤職

員が、当該育児休業に係る子について、

当該任期が更新され、又は当該任期の満

了後に特定職に引き続き採用されること

に伴い、当該任期の末日の翌日又は当該



- 6 -

当該更新前の任期の末日の翌日又は当該

採用の日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとすること。 

引き続き採用される日を育児休業の期間

の初日とする育児休業をしようとするこ

と。 

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則

で定める期間を基準として条例で定める期

間) 

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人

事院規則で定める期間を基準として条例で

定める期間は、57日間とする。 

附 則 

この条例は、令和4年10月1日から施行する。 



議案第５５号 

日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の

公営に関する条例の一部改正について 

 日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営

に関する条例の一部を別紙のとおり改正する。 

  令和４年８月３０日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、日進市の議会の議

員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の一

部を改正する必要があるからであります。 

２ 主な改正点 

（１）選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成

に要する経費に係る公営の限度額を、次のとおり引き上げる。 

区分 
単価 

改正後 改正前 

選挙運動用自動

車の使用 

自動車借入れ １６，１００円 １５，８００円

燃料費 ７，７００円 ７，５６０円

選挙運動用ビラ

の作成 
印刷費（１枚当たり） ７円７３銭 ７円５１銭

選挙運動用ポス

ターの作成 

印刷費（１枚当たり） ５４１円３１銭 ５２５円６銭

企画費 １８８，５７２円 １８５，１４３円

（２）公営に関する規定を１つの条例にまとめるため、選挙運動用ビラの作成に関

する規定を加え、題名を改めるとともに、日進市の議会の議員及び長の選挙に

おけるビラの作成の公費負担に関する条例を廃止する。 
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日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営 

に関する条例の一部を改正する条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

日進市の議会の議員及び長の選挙における自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する

条例(平成9年日進市条例第34号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

日進市の議会の議員及び長の選挙にお

ける自動車の使用等の公営に関する条

例 

日進市の議会の議員及び長の選挙にお

ける自動車の使用及びポスターの作成

の公営に関する条例 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法

律第100号。以下「法」という。)第141条第

8項、第142条第11項及び第143条第15項の規

定に基づき、日進市の議会の議員及び長の

選挙における法第141条第1項の自動車(以

下「自動車」という。)の使用、法第142条

第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)

の作成及び法第143条第1項第5号のポスタ

ー(以下「ポスター」という。)の作成の公

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法

律第100号。以下「法」という。)第141条第

8項及び第143条第15項の規定に基づき、日

進市の議会の議員及び長の選挙における法

第141条第1項の自動車(以下「自動車」とい

う。)の使用及び法第143条第1項第5号のポ

スター(以下「ポスター」という。)の作成

の公営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

(自動車の使用等の公営) (自動車の使用及びポスターの作成の公営) 

第2条 日進市の議会の議員及び長の選挙に

おける候補者(以下「候補者」という。)は、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定

める金額の範囲内で、無料で、自動車を使

用し、ビラを作成し、又はポスターを作成

することができる。ただし、当該候補者に

係る供託物が法第93条第1項(同条第2項に

おいて準用する場合を含む。)の規定により

日進市に帰属することとならない場合に限

る。 

第2条 日進市の議会の議員及び長の選挙に

おける候補者(以下「候補者」という。)は、

次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定

める金額の範囲内で、無料で、自動車を使

用し、又はポスターを作成することができ

る。ただし、当該候補者に係る供託物が法

第93条第1項(同条第2項において準用する

場合を含む。)の規定により日進市に帰属す

ることとならない場合に限る。 

(1) 略 (1) 略 

(2) ビラを作成する場合 候補者1人につ

いて、7円73銭にビラの作成枚数(当該作

成枚数が法第142条第1項第6号に定める

枚数を超える場合には、同号に定める枚
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数)を乗じて得た金額 

(3) ポスターを作成する場合 候補者1人

について、第6条に定めるところにより算

定した金額にポスターの作成枚数(当該

作成枚数が、当該選挙におけるポスター

掲示場の数に1.1を乗じて得た数(1未満

の端数がある場合には、その端数は、1と

する。)に相当する数を超える場合には、

当該相当する数)を乗じて得た金額 

(2) ポスターを作成する場合 候補者1人

について、第5条に定めるところにより算

定した金額にポスターの作成枚数(当該

作成枚数が、当該選挙におけるポスター

掲示場の数に1.1を乗じて得た数(1未満

の端数がある場合には、その端数は、1と

する。)に相当する数を超える場合には、

当該相当する数)を乗じて得た金額 

(契約締結の届出) (契約締結の届出) 

第3条 前条の規定の適用を受けようとする

者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各

号に定める契約を締結し、日進市選挙管理

委員会(以下「委員会」という。)が定める

ところにより、その旨を委員会に届け出な

ければならない。 

第3条 前条の規定の適用を受けようとする

者は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各

号に定める契約を締結し、日進市選挙管理

委員会(以下「委員会」という。)が定める

ところにより、その旨を委員会に届け出な

ければならない。 

(1) 略 (1) 略 

(2) ビラを作成する場合 ビラの作成を

業とする者(以下「ビラ作成業者」とい

う。)との間におけるビラの作成に関する

有償契約 

(3) 略 (2) 略 

(自動車の使用の公費の支払) (自動車の使用の公費の支払) 

第4条 日進市は、候補者(前条の届出をした

者に限る。)が同条第1号に定める契約に基

づき当該契約の相手方である一般乗用旅客

自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗

用旅客自動車運送事業者等」という。)に支

払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区

分に応じ当該各号に定める金額を、第2条た

だし書に規定する要件に該当する場合に限

り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等

からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自

動車運送事業者等に対して支払う。 

第4条 日進市は、候補者(前条の届出をした

者に限る。)が同条第1号に定める契約に基

づき当該契約の相手方である一般乗用旅客

自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗

用旅客自動車運送事業者等」という。)に支

払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区

分に応じ当該各号に定める金額を、第2条た

だし書に規定する要件に該当する場合に限

り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等

からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自

動車運送事業者等に対して支払う。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約

である場合 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれに定める金額 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約

である場合 次に掲げる区分に応じ、そ

れぞれに定める金額 

ア 当該契約が自動車の借入れ契約であ ア 当該契約が自動車の借入れ契約であ
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る場合 当該自動車(同一の日におい

て自動車の借入れ契約により2台以上

の自動車が使用される場合には、当該

候補者が指定するいずれか1台の自動

車に限る。)のそれぞれにつき、自動車

として使用された各日についてその使

用に対し支払うべき金額(当該金額が1

6,100円を超える場合には、16,100円)

の合計金額 

る場合 当該自動車(同一の日におい

て自動車の借入れ契約により2台以上

の自動車が使用される場合には、当該

候補者が指定するいずれか1台の自動

車に限る。)のそれぞれにつき、自動車

として使用された各日についてその使

用に対し支払うべき金額(当該金額が1

5,800円を超える場合には、15,800円)

の合計金額 

イ 当該契約が自動車の燃料の供給に関

する契約である場合 当該契約に基づ

き当該自動車に供給した燃料の代金

(当該自動車(これに代わり使用される

他の自動車を含む。)が既に前条の届出

に係る契約に基づき供給を受けた燃料

の代金と合算して、7,700円に当該候補

者につき法第86条の4第1項、第2項、第

5項、第6項又は第8項の規定による候補

者の届出のあった日から当該選挙の期

日の前日までの日数を乗じて得た金額

に達するまでの部分の金額であること

につき、委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、委員

会が確認したものに限る。) 

イ 当該契約が自動車の燃料の供給に関

する契約である場合 当該契約に基づ

き当該自動車に供給した燃料の代金

(当該自動車(これに代わり使用される

他の自動車を含む。)が既に前条の届出

に係る契約に基づき供給を受けた燃料

の代金と合算して、7,560円に当該候補

者につき法第86条の4第1項、第2項、第

5項、第6項又は第8項の規定による候補

者の届出のあった日から当該選挙の期

日の前日までの日数を乗じて得た金額

に達するまでの部分の金額であること

につき、委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、委員

会が確認したものに限る。) 

ウ 略 ウ 略 

2 略 2 略 

(ビラの作成の公費の支払) 

第5条 日進市は、候補者(第3条の届出をした

者に限る。)が同条第2号に定める契約に基

づき当該契約の相手方であるビラ作成業者

に支払うべき金額のうち、当該契約に基づ

き作成されたビラの1枚当たりの作成単価

(当該作成単価が、7円73銭を超える場合に

は、7円73銭)に当該ビラの作成枚数(当該候

補者を通じて、法第142条第1項第6号に定め

る枚数の範囲内のものであることにつき、

委員会が定めるところにより、当該候補者

からの申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。)を乗じて得た金額を、第2条た

だし書に規定する要件に該当する場合に限
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り、当該ビラ作成業者からの請求に基づき、

当該ビラ作成業者に対し支払う。 

(ポスターの作成の公費の支払) (ポスターの作成の公費の支払) 

第6条 日進市は、候補者(第3条の届出をした

者に限る。)が同条第3号に定める契約に基

づき当該契約の相手方であるポスター作成

業者に支払うべき金額のうち、当該契約に

基づき作成されたポスターの1枚当たりの

作成単価(当該作成単価が、541円31銭に当

該選挙におけるポスター掲示場の数を乗じ

て得た金額に188,572円を加えた金額を当

該選挙におけるポスター掲示場の数で除し

て得た金額(1円未満の端数がある場合に

は、その端数は、1円とする。以下「単価の

限度額」という。)を超える場合には、当該

単価の限度額)に当該ポスターの作成枚数

(当該候補者を通じて当該選挙におけるポ

スター掲示場の数に1.1を乗じて得た数(1

未満の端数がある場合には、その端数は、1

とする。)に相当する数の範囲内のものであ

ることにつき、委員会が定めるところによ

り、当該候補者からの申請に基づき、委員

会が確認したものに限る。)を乗じて得た金

額を、第2条ただし書に規定する要件に該当

する場合に限り、当該ポスター作成業者か

らの請求に基づき、当該ポスター作成業者

に対し支払う。 

第5条 日進市は、候補者(第3条の届出をした

者に限る。)が同条第2号に定める契約に基

づき当該契約の相手方であるポスター作成

業者に支払うべき金額のうち、当該契約に

基づき作成されたポスターの1枚当たりの

作成単価(当該作成単価が、525円6銭に当該

選挙におけるポスター掲示場の数を乗じて

得た金額に185,143円を加えた金額を当該

選挙におけるポスター掲示場の数で除して

得た金額(1円未満の端数がある場合には、

その端数は、1円とする。以下「単価の限度

額」という。)を超える場合には、当該単価

の限度額)に当該ポスターの作成枚数(当該

候補者を通じて当該選挙におけるポスター

掲示場の数に1.1を乗じて得た数(1未満の

端数がある場合には、その端数は、1とす

る。)に相当する数の範囲内のものであるこ

とにつき、委員会が定めるところにより、

当該候補者からの申請に基づき、委員会が

確認したものに限る。)を乗じて得た金額

を、第2条ただし書に規定する要件に該当す

る場合に限り、当該ポスター作成業者から

の請求に基づき、当該ポスター作成業者に

対し支払う。 

(委任) (委任) 

第7条 略 第6条 略 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同

日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。 

(日進市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の廃止) 

3 日進市の議会の議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例(平成19年日
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進市条例第28号)は、廃止する。 





議案第５６号 

日進市道路占用料条例の一部改正について 

 日進市道路占用料条例の一部を別紙のとおり改正する。 

  令和４年８月３０日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴  

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、道路法施行令の一部改正に準じて占用料の額等を改定す

るため、日進市道路占用料条例の一部を改正する必要があるからであります。 

２ 主な改正点 

（１）別表の占用料の額を改める。 

（２）別表に自動運行補助施設を占用物件として追加する。 
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日進市道路占用料条例の一部を改正する条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

日進市道路占用料条例(昭和61年日進町条例第1号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

 道路占用料 

占用物件

の種類 

区分 単位 占用料

(単位円)

法第32条

第1項第1

号に掲げ

る工作物

第1種電柱 1本1年に

つき 

950

第2種電柱 1本1年に

つき 

1,500

第3種電柱 1本1年に

つき 

2,000

第1種電話柱 1本1年に

つき 

850

第2種電話柱 1本1年に

つき 

1,400

第3種電話柱 1本1年に

つき 

1,900

その他の柱類 1本1年に

つき 

85

略 

地下電線その他地

下に設ける線類 

長さ1メ

ートル1

年につき

5

路上に設ける変圧

器 

1個1年に

つき 

830

地下に設ける変圧

器 

占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

510

変圧塔その他これ

に類するもの及び

公衆電話所 

1個1年に

つき 

1,700

郵便差出箱 1個1年に 720

占用物件

の種類 

区分 単位 占用料

(単位円)

法第32条

第1項第1

号に掲げ

る工作物

第1種電柱 1本1年に

つき 

1,100

第2種電柱 1本1年に

つき 

1,600

第3種電柱 1本1年に

つき 

2,200

第1種電話柱 1本1年に

つき 

940

第2種電話柱 1本1年に

つき 

1,500

第3種電話柱 1本1年に

つき 

2,100

その他の柱類 1本1年に

つき 

94

略 

地下電線その他地

下に設ける線類 

長さ1メ

ートル1

年につき

6

路上に設ける変圧

器 

1個1年に

つき 

920

地下に設ける変圧

器 

占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

570

変圧塔その他これ

に類するもの及び

公衆電話所 

1個1年に

つき 

1,900

郵便差出箱 1個1年に 790
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 つき 

広告塔 表示面積

1平方メ

ートル1

年につき

2,400

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,700

法第32条

第1項第2

号に掲げ

る物件 

外径が0.07メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

36

外径が0.07メート

ル以上0.1メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

51

外径が0.1メート

ル以上0.15メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

77

外径が0.15メート

ル以上0.2メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

100

外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

150

外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

200

外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

360

外径が0.7メート

ル以上1メートル

未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

510

外径が1メートル

以上のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

1,000

法第32条

第1項第3

号に掲げ

る施設 

自動

運行

補助

施設

法第2条

第2項第5

号に規定

する自動

地

下

に

設 

長さ1メ

ートル1

年につき

5

 つき 

広告塔 表示面積

1平方メ

ートル1

年につき

2,300

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,900

法第32条

第1項第2

号に掲げ

る物件 

外径が0.07メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

40

外径が0.07メート

ル以上0.1メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

57

外径が0.1メート

ル以上0.15メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

85

外径が0.15メート

ル以上0.2メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

110

外径が0.2メート

ル以上0.3メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

170

外径が0.3メート

ル以上0.4メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

230

外径が0.4メート

ル以上0.7メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

400

外径が0.7メート

ル以上1.0メート

ル未満のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

570

外径が1.0メート

ル以上のもの 

長さ1メ

ートル1

年につき

1,100
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  運行装置

による検

知の対象

として設

置する導

線その他

の線類 

け

る

も

の 

そ

の

他

の

も

の 

長さ1メ

ートル1

年につき

17

道路の構造又

は交通の状況

を表示する標

示柱その他の

柱類 

1本1年に

つき 

1,400

その他の

もの 

上

空

に

設

け

る

も

の 

占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

850

地

下

に

設

け

る

も

の 

占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

510

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,700

法第32条

第1項第4

号に掲げ

る施設 

  占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,700 法第32条

第1項第3

号及び第

4号に掲

げる施設

  占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,900
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法第32条

第1項第5

号に掲げ

る施設 

上空に設ける通路占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,200

地下に設ける通路占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

710

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,700

法第32条

第1項第6

号に掲げ

る施設 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの

占用面積

1平方メ

ートル1

日につき

24に1.1

を乗じて

得た額

(占用の

期間が1

月以上の

場合は、2

4) 

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

月につき

240

令第7条

第1号に

掲げる物

件 

看板(ア

ーチであ

るものを

除く。) 

一時的に

設けるも

の 

表示面積

1平方メ

ートル1

月につき

240

その他の

もの 

表示面積

1平方メ

ートル1

年につき

2,400

標識 1本1年に

つき 

1,400

旗ざお 祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの

1本1日に

つき 

24に1.1

を乗じて

得た額

(占用の

期間が1

月以上の

法第32条

第1項第5

号に掲げ

る施設 

上空に設ける通路占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,100

地下に設ける通路占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

680

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,900

法第32条

第1項第6

号に掲げ

る施設 

祭礼、縁日その他

の催しに際し、一

時的に設けるもの

占用面積

1平方メ

ートル1

日につき

23に1.1

を乗じて

得た額

(占用の

期間が1

月以上の

場合は、2

3) 

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

月につき

230

令第7条

第1号に

掲げる物

件 

看板(ア

ーチであ

るものを

除く。) 

一時的に

設けるも

の 

表示面積

1平方メ

ートル1

月につき

230

その他の

もの 

表示面積

1平方メ

ートル1

年につき

2,300

標識 1本1年に

つき 

1,500

旗ざお 祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの

1本1日に

つき 

23に1.1

を乗じて

得た額

(占用の

期間が1

月以上の
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   場合は、2

4) 

その他の

もの 

1本1月に

つき 

240

幕(令第7

条第4号

に掲げる

工事用施

設である

ものを除

く。) 

祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの

その面積

1平方メ

ートル1

日につき

24に1.1

を乗じて

得た額

(占用の

期間が1

月以上の

場合は、2

4) 

その他の

もの 

その面積

1平方メ

ートル1

月につき

240

アーチ 車道を横

断するも

の 

1基1月に

つき 

2,400

その他の

もの 

1基1月に

つき 

1,200

令第7条

第2号に

掲げるも

の 

 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,700

令第7条

第3号に

掲げるも

の 

 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.033

を乗じて

得た額 

令第7条

第4号及

び第5号

に掲げる

もの 

  占用面積

1平方メ

ートル1

月につき

240

令第7条

第6号及

び第7号

に掲げる

もの 

 占用面積

1平方メ

ートル1

月につき

170

令第7条 トンネルの上又は占用面積Aに0.014

  場合は、2

3) 

その他の

もの 

1本1月に

つき 

230

幕(令第7

条第4号

に掲げる

工事用施

設である

ものを除

く。) 

祭礼、縁

日その他

の催しに

際し、一

時的に設

けるもの

その面積

1平方メ

ートル1

日につき

23に1.1

を乗じて

得た額

(占用の

期間が1

月以上の

場合は、2

3) 

その他の

もの 

その面積

1平方メ

ートル1

月につき

230

アーチ 車道を横

断するも

の 

1基1月に

つき 

2,300

その他の

もの 

1基1月に

つき 

1,100

令第7条

第2号に

掲げるも

の 

 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,900

令第7条

第3号に

掲げるも

の 

 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.034

を乗じて

得た額 

令第7条

第4号及

び第5号

に掲げる

もの 

  占用面積

1平方メ

ートル1

月につき

230

令第7条

第6号及

び第7号

に掲げる

もの 

 占用面積

1平方メ

ートル1

月につき

190

令第7条 トンネルの上又は占用面積Aに0.015
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第8号に

掲げるも

の 

高架の道路の路面

下(当該路面下の

地下を除く。)に設

けるもの 

1平方メ

ートル1

年につき

を乗じて

得た額 

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.033

を乗じて

得た額 

令第7条

第9号に

掲げるも

の 

建築物 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.014

を乗じて

得た額 

略 

令第7条

第10号に

掲げるも

の 

建築物 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.023

を乗じて

得た額 

略 

令第7条

第11号に

掲げるも

の 

トンネルの上又は

高架の道路の路面

下に設けるもの 

占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.014

を乗じて

得た額 

上空に設けるもの占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.023

を乗じて

得た額 

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.033

を乗じて

得た額 

令第7条

第12号に

掲げるも

の 

 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.033

を乗じて

得た額 

令第7条

第13号に

掲げるも

の 

トンネルの上又は

自動車専用道路

(高架のものに限

る。)の路面下に設

けるもの 

占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.014

を乗じて

得た額 

上空に設けるもの占用面積Aに0.023

第8号に

掲げるも

の 

高架の道路の路面

下(当該路面下の

地下を除く。)に設

けるもの 

1平方メ

ートル1

年につき

を乗じて

得た額 

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.034

を乗じて

得た額 

令第7条

第9号に

掲げるも

の 

建築物 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.015

を乗じて

得た額 

略 

令第7条

第10号に

掲げるも

の 

建築物 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.024

を乗じて

得た額 

略 

令第7条

第11号に

掲げるも

の 

トンネルの上又は

高架の道路の路面

下に設けるもの 

占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.015

を乗じて

得た額 

上空に設けるもの占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.024

を乗じて

得た額 

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.034

を乗じて

得た額 

令第7条

第12号に

掲げるも

の 

 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.034

を乗じて

得た額 

令第7条

第13号に

掲げるも

の 

トンネルの上又は

自動車専用道路

(高架のものに限

る。)の路面下に設

けるもの 

占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.015

を乗じて

得た額 

上空に設けるもの占用面積Aに0.024
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 1平方メ

ートル1

年につき

を乗じて

得た額 

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.033

を乗じて

得た額 

 1平方メ

ートル1

年につき

を乗じて

得た額 

その他のもの 占用面積

1平方メ

ートル1

年につき

Aに0.034

を乗じて

得た額 

略 略 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 





議案第５７号 

日進市公共用物管理条例及び日進市準用河川占用料条例の一部改正について 

 日進市公共用物管理条例及び日進市準用河川占用料条例の一部を別紙のとおり改正

する。 

  令和４年８月３０日提出 

                       日進市長 近 藤 裕 貴    

１ 提案理由 

  この案を提出するのは、道路占用料の額の改定に準じて公共用物に係る使用料及

び準用河川に係る土地占用料の額を改定するため、日進市公共用物管理条例及び日

進市準用河川占用料条例の一部を改正する必要があるからであります。 

２ 主な改正点 

別表の公共用物に係る使用料及び準用河川に係る土地占用料の額を改める。 
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日進市公共用物管理条例及び日進市準用河川占用料条例の一部を改正する条例 

令和  年  月  日  

条 例 第     号  

 (日進市公共用物管理条例の一部改正) 

第1条 日進市公共用物管理条例(昭和61年日進町条例第10号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第1(第7条関係) 別表第1(第7条関係) 

使用の種

類 

区分 単位 使用料 

(単位円)

電柱類等

を設置す

る場合 

第1種電柱 1本1年に

つき 

950

第2種電柱 1本1年に

つき 

1,500

第3種電柱 1本1年に

つき 

2,000

第1種電話柱 1本1年に

つき 

850

第2種電話柱 1本1年に

つき 

1,400

第3種電話柱 1本1年に

つき 

1,900

その他の柱類 1本1年に

つき 

85

略 

地下電線その他地

下に設ける線類 

長さ1メ

ートル1

年につき

5

路上に設ける変圧

器 

1個1年に

つき 

830

地下に設ける変圧

器 

使用面積

1平方メ

ートル1

年につき

510

変圧塔その他これ

に類するもの及び

公衆電話所 

1個1年に

つき 

1,700

郵便差出箱 1個1年に 720

使用の種

類 

区分 単位 使用料 

(単位円)

電柱類等

を設置す

る場合 

第1種電柱 1本1年に

つき 

1,100

第2種電柱 1本1年に

つき 

1,600

第3種電柱 1本1年に

つき 

2,200

第1種電話柱 1本1年に

つき 

940

第2種電話柱 1本1年に

つき 

1,500

第3種電話柱 1本1年に

つき 

2,100

その他の柱類 1本1年に

つき 

94

略 

地下電線その他地

下に設ける線類 

長さ1メ

ートル1

年につき

6

路上に設ける変圧

器 

1個1年に

つき 

920

地下に設ける変圧

器 

使用面積

1平方メ

ートル1

年につき

570

変圧塔その他これ

に類するもの及び

公衆電話所 

1個1年に

つき 

1,900

郵便差出箱 1個1年に 790
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 つき 

広告塔 表示面積

1平方メ

ートル1

年につき

2,400

その他のもの 使用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,700

地下埋設

物を設置

する場合

水道法

(昭和32

年法律第

177号)、

ガス事業

法(昭和2

9年法律

第51号)、

電気事業

法(昭和3

9年法律

第170号)

及び電気

通信事業

法(昭和5

9年法律

第86号)

に基づく

もの 

その他の

もの 

外径が0.

07メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

36

外径が0.

07メート

ル以上0.

1メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

51

外径が0.

1メート

ル以上0.

15メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

77

外径が0.

15メート

ル以上0.

2メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

100

外径が0.

2メート

ル以上0.

3メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

150

外径が0.

3メート

ル以上0.

長さ1メ

ートル1

年につき

200

 つき 

広告塔 表示面積

1平方メ

ートル1

年につき

2,300

その他のもの 使用面積

1平方メ

ートル1

年につき

1,900

地下埋設

物を設置

する場合

水道法

(昭和32

年法律第

177号)、

ガス事業

法(昭和2

9年法律

第51号)、

電気事業

法(昭和3

9年法律

第170号)

及び電気

通信事業

法(昭和5

9年法律

第86号)

に基づく

もの 

その他の

もの 

外径が0.

07メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

40

外径が0.

07メート

ル以上0.

1メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

57

外径が0.

1メート

ル以上0.

15メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

85

外径が0.

15メート

ル以上0.

2メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

110

外径が0.

2メート

ル以上0.

3メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

170

外径が0.

3メート

ル以上0.

長さ1メ

ートル1

年につき

230
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4メート

ル未満の

もの 

外径が0.

4メート

ル以上0.

7メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

360

外径が0.

7メート

ル以上1

メートル

未満のも

の 

長さ1メ

ートル1

年につき

510

外径が1

メートル

以上のも

の 

長さ1メ

ートル1

年につき

1,000

略 

4メート

ル未満の

もの 

外径が0.

4メート

ル以上0.

7メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

400

外径が0.

7メート

ル以上1.

0メート

ル未満の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

570

外径が1.

0メート

ル以上の

もの 

長さ1メ

ートル1

年につき

1,100

略 

略 略 

(日進市準用河川占用料条例の一部改正) 

第2条 日進市準用河川占用料条例(平成12年日進市条例第9号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表(第2条関係) 別表(第2条関係) 

占用の

種類 

区分 単位 占用

料(単

位円)

電柱類

等を設

置する

場合 

第1種電柱 1本1年に

つき 

950

第2種電柱 1本1年に

つき 

1,500

第3種電柱 1本1年に

つき 

2,000

第1種電話柱 1本1年に

つき 

850

占用の

種類 

区分 単位 占用

料(単

位円)

電柱類

等を設

置する

場合 

第1種電柱 1本1年に

つき 

1,100

第2種電柱 1本1年に

つき 

1,600

第3種電柱 1本1年に

つき 

2,200

第1種電話柱 1本1年に

つき 

940



- 4 - 

第2種電話柱 1本1年に

つき 

1,400

第3種電話柱 1本1年に

つき 

1,900

その他の柱類 1本1年に

つき 

85

略 

地下電線その他地下

に設ける線類 

長さ1メー

トル1年に

つき 

5

その他のもの 占用面積1

平方メー

トル1年に

つき 

1,700

第2種電話柱 1本1年に

つき 

1,500

第3種電話柱 1本1年に

つき 

2,100

その他の柱類 1本1年に

つき 

94

略 

地下電線その他地下

に設ける線類 

長さ1メー

トル1年に

つき 

6

その他のもの 占用面積1

平方メー

トル1年に

つき 

1,900

略 略 

附 則 

この条例は、令和5年4月1日から施行する。 











































































































議案第６０号

令和４年度日進市後期高齢者医療特別会計補正予算（ 第１号） について

令和４年度日進市後期高齢者医療特別会計補正予算（ 第１号） を別冊のとおり提出

します。

令和４年８月３０日提出

日進市長 近 藤 裕 貴

提案理由

地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。





令和４年度（ 第１号）

日進市後期高齢者医療特別会計補正予算書



令和４年度日進市後期高齢者医療特別会計補正予算（ 第１号）

令和４年度日進市の後期高齢者医療特別会計の補正予算（ 第１号） は、次に定める

ところによる。

（ 歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１，７５２千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，１２９，７２７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「 第１表 歳入歳出予算補正」 による。

令和４年８月３０日提出

日進市長 近 藤 裕 貴



越

1 228 46,859

金

連合支出金

1

歳　入　合　計 2

1

,117,975 11

1

,752 2,129,

,

727

第１表　　　　

5

歳入歳出予

2

算補正

4

歳　入 単位：

1

千円

款 項 既　定　額 補

1

　正　額 計

― 1 ―

,525

繰越金1. 1 11,524 11,525

諸収入5. 46,837 22

4

8 47,065

.

後期高齢者医

繰

療広域2. 46,63



齢

諸支出金. 2,102

者

6,984 9,086

医

繰2.

療

出金 1 6,984 6,

広

985

域

歳　出　合　計 2,1

2

17,975 11,7

.

52 2,129,72

2

7

歳

,

　出 単位：千円

款 項 既

0

　定　額 補　正　額 計

4

― 2 ―

2,662 4,768 2,047,430
連合納付金

後期高齢者医療広域1. 2,042,

後

662 4,768 2,

期

047,430
連合納

高

付金

3



令和４年度（ 第１号）

日進市後期高齢者医療特別会計補正予算説明書





歳 正

3

2.寄附金 1 1

予

繰入金3. 856,663 856,66

算

3

4.繰越金 1 11,524

事

11,525

諸収入5. 46

項

,837 228 47,065

入 別

歳　入　合　計 2,117,975 11,7

明

52 2,129,727

細書
１　総　括

歳　入

歳

款 既　定　額 補　正　額 計

― 3 ―

単

出

位：千円

後期高齢者医療1.

補

保険料 1,214,473 1,214,47



務

予備費4.

費

1,000 1,000

7

歳　出

2

　合　計 2,117,

,

975 11,752 2

2

,129,727

歳　

1

出

款 既

1

　定　額 補　正　額 計

7

― 4 ―

2,211

後期高齢者医療広域連合2. 2,042,662 4,768 2,047,430
納付金

1

諸3.

.

支出金 2,102 6,

総

984 9,086



　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　般　財　源

国県

4

支出金 地　

,

方　債 そ　

7

の　他

― 5 

6

―

単位：千円

8

228 6,756

228 11,524

補　　　　正　　　　額　　　　の　　　　財　　　　源　　　　内　　　



２歳

　５款　諸収入 　２項　後期高齢者医療広域連合支出金

４

償還金及 1. び還付

款

加算金 2,101 228 2,329

繰越

計 46,631 2

金

28 46,859

　１項　繰越金

目 既　定　額 補　正

入

　額 計

－－ 6 

繰越金 1. 1 11,524 11,525

計 1 11,524 11,525



保険料還付 1.

繰

金及び還付 給付228

越

費償還金過年度分

金

加算金

－

５

－ 7 

款　諸収入
単位：千円

節
説　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

11,524繰越金 1. 11, 繰越金524

４款

228



３歳

金地方債 その他

－－ 8 

後期高齢者医療広 1. 2,042,662 4,768 2,047,430 4,768
域連合納付金

２

計 2,042,

款

662 4,768 2,047,430 4,7

後

68

期高

　３款　諸支出金

齢

　２項　繰出金

者

一 1.

医

般会計繰出金 1 6,9

療

84 6,985 228

広

6,756
諸

域連

228

合納

計 1 6,

付

984 6,985 22

金

8 6,756

　１項

出

　後期高齢者医療広域連合納付金

補　正　額　の　財　源　内　訳
目 既定額 補正額 計 特　　定　　財　　源 一般財源

国県支出



款

額 細　　　節

4,76818

後

負担金. 、補 4,76

期

負担金 後8 4,768

高

期高齢者医療広域連合

齢

納付金
4,768

者

助及び交付 　保

医

険料等負担金

療

金

広域

6,984

連

繰出27.

合

金 6,984 一般会計

納

繰出金
6,984

付

　一般会計繰出

金

金

　３

－－ 9 

款　諸支出金
単位：千円

節
説　　　 　　　　　　　明

区　　分 金額 細　　　節

単位：千円

節
説　　　 　　　

２

　　　　明
区　　分 金





議案第６１号

令和４年度日進市介護保険特別会計補正予算（ 第１号） について

令和４年度日進市介護保険特別会計補正予算（ 第１号） を別冊のとおり提出します。

令和４年８月３０日提出

日進市長 近 藤 裕 貴

提案理由

地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。





令和４年度（ 第１号）

日進市介護保険特別会計補正予算書



令和４年度日進市介護保険特別会計補正予算（ 第１号）

令和４年度日進市の介護保険特別会計の補正予算（ 第１号） は、次に定めるところ

による。

（ 歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０５，９４７千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５，８３０，２４３千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「 第１表 歳入歳出予算補正」 による。

令和４年８月３０日提出

日進市長 近 藤 裕 貴



庫

08

1

支

繰越金. 7,000 1

出

81,108 188,

金

108

1

歳　入　合　計 5,6

,

24,296 205,

0

947 5,830,2

1

43

第１表　　　　

4

歳入歳出予

,

算補正

2

歳　入 単位：千

2

円

款 項 既　定　額 補　

8

正　額 計

― 1 ―

24,839 1,039,067

国庫補助金2. 86,777 24,839 111,61

3

6

9.

.

繰越金 7,000 18

国

1,108 188,1



金

還金及び還付加算1.

積

9,100 34,25

立

9 43,359
金

金

繰出金2.

6

1 16,435 16,

5

436

7

歳　出　合　計 5,6

1

24,296 205,

5

947 5,830,2

5

43

,

歳　出 単位：千円

款 項

2

既　定　額 補　正　額

5

計

― 2 ―

3 155,910

基金積立金1. 657 155,253 155,910

7

5

諸支出金. 9,101

.

50,694 59,7

基

95

償



令和４年度（ 第１号）

日進市介護保険特別会計補正予算説明書





歳 正

使用料及2. び手数料 40 40

予

国庫支出金3. 1,014,228 24

算

,839 1,039,067

事

支払基金交付金4. 1,431,894 1,

項

431,894

県支出金5.

入 別

788,356 788,356

明

財産収入6. 657 657

細

寄附金7. 1 1

繰入金8. 1

書

,080,114 1,

１

080,114

繰越金9. 7

総

,000 181,108 188,108

括

諸収10.

歳

入 1,567 1,567

歳　

入

入　合　計 5,624,296 205,947 5,830,243

歳

款 既　定　額 補　正　額 計

― 3 ―

単

出

位：千円

保険料1. 1,30

補

0,439 1,300,439



務

化基金拠出金 1 1

費

基金積5.

8

立金 657 155,2

3

53 155,910

,

公債6.

5

費 1 1

0

諸支出金7. 9,10

6

1 50,694 59,

8

795

3

予備費8. 2,000

,

2,000

5

歳　出　合　計 5

0

,624,296 20

6

5,947 5,830,243

歳　出

款 既　定　額 補　正　額 計

― 4 ―

保険給付費2. 5,220,154 5,220,154

地域支援事3.

1

業等費 308,876

.

308,876

総

財政安定4.



　　額　　　　の　　　　財　　　　源　　　　内　　　　訳

特　　　　　　定　　　　　　財　　　　　　源
一　般　財　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

― 5 ―

単位：千円

155,253

50,694

205,947

補　　　　正　　



２歳

介護保険保険者努力支援交付金 5. 1 12,640 12,641

３

計 86

款

,777 24,839 111,616

国庫

　９款　繰越金 　１項

支

　繰越金

出

繰越金1. 7,000

金

181,108 188,108

２

計 7,00

項

0 181,108 188,108

国庫補助金

目 既　定　額 補

入

　正　額 計

－－ 6 

保険者機能強化推進交付金 4. 1 12,199 12,200



12,64

国

0介護 1.

庫

保険保険者努力支 12

支

介護保険保険,640

出

者努力支援交付金

金

援交付金

　９

181,1

款

08繰 1. 越金 繰181,108

繰

越金

越

－ 7 

金

－

単位：千円

節
説　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

12,199保険者機 1. 能強化推進交 12,1

３

保険者機能強化推99

款

進交付金
付金



３歳

介護給付費準備基 1. 657 155,253 155,910 155,253
金積立金

計 657 155,253 155,910 155,253

５款

　７款　諸支出金 　１項　償還金

基

及び還付加算金

金

償 2.

積

還金 7,000 34,

立

259 41,259 3

金

4,259

　１項　

計 9,100 34

基

,259 43,359

金

34,259

積立

　７款　

金

諸支出金 　２項　繰出

補

金

一般会計繰出金 1.

正

1 16,435 16,

出

436 16,435

額　の

計 1 16,435 16,43

財

6 16,435

　源　内　訳
目 既定額 補正額 計 特　　定　　財　　源 一般財源

国県支出金地方債 その他

－－ 8 



款

55,253積立金24. 155

基

,253 介護給付費準

金

備基金積立金
155,

積

253　介

立

護給付費準備基金積立

金

金

　７

34,259

款

償還22. 金、利 34,259 償

諸

還金
34,259

支

子及び割引 　返

出

還金
料

金
単位

16,435

：

繰出金27. 16

千

,435 一般会計繰出

円

金
16,435

節

　一般会計繰出金

説　

－ 9－

　 　　　　　　　明
区　　分 金額 細　　　節

単位：千円

節
説　　　 　　　　　　　明

区　　分

５

金額 細　　　節

1





議案第６２号

令和４年度日進市三ケ峯台団地汚水処理事業特別会計補正予算（ 第１号） につ

いて

令和４年度日進市三ケ峯台団地汚水処理事業特別会計補正予算（ 第１号） を別冊の

とおり提出します。

令和４年８月３０日提出

日進市長 近 藤 裕 貴

提案理由

地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。





令和４年度（ 第１号）

日進市三ケ峯台団地汚水処理事業特別会計補正予算書



令和４年度日進市三ケ峯台団地汚水処理事業特別会計補正予算（ 第１号）

令和４年度日進市の三ケ峯台団地汚水処理事業特別会計の補正予算（ 第１号） は、

次に定めるところによる。

（ 歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，６０９千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１２，２２７千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「 第１表 歳入歳出予算補正」 による。

令和４年８月３０日提出

日進市長 近 藤 裕 貴



入

歳　入　合

金

　計 8,618 3,6

2

09 12,227

第１

,

表　　　　歳入

4

歳出予算補

8

正

歳

1

　入 単位：千円

款 項 既

2

　定　額 補　正　額 計

2

― 1 ―

0 2,701

基金繰入金1. 2,481 220 2,701

繰越金4. 1 3,389

3

3,390

.

繰越金1. 1 3,

繰

389 3,390



務

2

歳　

費

出　合　計 8,618

8

3,609 12,22

,

7

歳

5

　出 単位：千円

款 項 既

0

　定　額 補　正　額 計

5

― 2 ―

220 8,725

総務管理費1. 8,505 220 8,725

諸支出金2. 13 3,3

1

89 3,402

.

基金費1. 1

総

3 3,389 3,40



令和４年度（ 第１号）

日進市三ケ峯台団地汚水処理事業特別会計補正予算説明書





歳 正

収入 12 12

繰入金3. 2,

予

481 220 2,701

4.

算

繰越金 1 3,389 3,390

事

諸収入5. 2 2

歳　入　合

項

　計 8,618 3,609 12,227

入 別明細書
１　総　括

歳　入

歳

款 既　定　額 補　正　額 計

― 3 ―

単

出

位：千円

下水事業収入1. 6

補

,122 6,122

財産2.



務

出

款 既

費

　定　額 補　正　額 計

8

― 4 ―

,505 220 8,725

諸支出金2. 13 3,389 3,402

予備費3. 100 100

1

歳　出　合

.

　計 8,618 3,6

総

09 12,227

歳　



0

　　　財　　　　　　源
一　般　財　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

― 5 ―

単位：千円

3,389 0

3,609 0

補　　　　正　　　　額　　　　の　

2

　　　財　　　　源　

2

　　　内　　　　訳

特

0

　　　　　　定　　　



２歳

1

　４款　繰越金 　１項　繰越金

繰越金 1. 1

３

3,389 3,390

款　

計 1 3,389 3,

繰

390

入金 　１項　基金繰入金

目 既　定　額 補　

入

正　額 計

－－ 6 

基金繰入金 1. 2,481 220 2,701

計 2,481 220 2,70



繰越金 1. 3,

繰

繰越金389

入金

－－ 7 

　４款　繰越金
単位：千円

節
説　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

220基金繰入金 1. 基220 金繰入金

３款

3,389



３歳

一般管理費 1. 8,505 220 8,725 220
繰入

220

計 8,505 220 8,725 220

１

　２款　諸支

款

出金 　１項　基金費

 1

総

基金費. 13 3,38

務

9 3,402 3,38

費

9
繰越

　１

3,389

項　

計 13 3,

総

389 3,402 3,

務

389

管理費

補　正　額

出

　の　財　源　内　訳
目 既定額 補正額 計 特　　定　　財　　源 一般財源

国県支出金地方債 その他

－－ 8 



款

需用10. 費 光熱水費220 22

総

三0 ケ峯台団地汚水処

務

理事業
220

費

　光熱水費

　２款

3,389積立金24.

諸

3,389 基金積立金

支

3,389

出

　財政調整基金積立金

金
単位

－－ 9 

：千円

節
説　　　 　　　　　　　明

区　　分 金額 細　　　節

単位：千円

節
説　　　 　　　　　　　明

区　　分 金

１

額 細　　　節

220





議案第６３号

令和４年度日進市南山エピック団地汚水処理事業特別会計補正予算（ 第１号）

について

令和４年度日進市南山エピック団地汚水処理事業特別会計補正予算（ 第１号） を別

冊のとおり提出します。

令和４年８月３０日提出

日進市長 近 藤 裕 貴

提案理由

地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。





令和４年度（ 第１号）

日進市南山エピック団地汚水処理事業特別会計補正予算書



令和４年度日進市南山エピック団地汚水処理事業特別会計補正予算（ 第１号）

令和４年度日進市の南山エピック団地汚水処理事業特別会計の補正予算（ 第１号）

は、次に定めるところによる。

（ 歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，４７０千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ１５，３０２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「 第１表 歳入歳出予算補正」 による。

令和４年８月３０日提出

日進市長 近 藤 裕 貴



入

歳　入　合

金

　計 11,832 3,

5

470 15,302

第

,

１表　　　　歳入

7

歳出予算補

7

正

1

歳　入 単位：千円

款 項

3

既　定　額 補　正　額

7

計

― 1 ―

0 6,141

基金繰入金1. 5,771 370 6,141

繰越金4. 1 3,100

3

3,101

.

繰越金1. 1 3,

繰

100 3,101



務

3,116

費

歳　出　合　計 1

1

1,832 3,470

1

15,302

,

歳　出 単位：

7

千円

款 項 既　定　額 補

1

　正　額 計

― 2 ―

6 370 12,086

総務管理費1. 11,716 370 12,086

諸支出金2. 1

1

6 3,100 3,11

.

6

1.

総

基金費 16 3,100



令和４年度（ 第１号）

日進市南山エピック団地汚水処理事業特別会計補正予算説明書





歳 正

収入 15 15

繰入金3. 5,

予

771 370 6,141

4.

算

繰越金 1 3,100 3,101

事

諸収入5. 2 2

歳　入　合

項

　計 11,832 3,470 15,302

入 別明細書
１　総　括

歳　入

歳

款 既　定　額 補　正　額 計

― 3 ―

単

出

位：千円

下水事業収入1. 6

補

,043 6,043

財産2.



務

2

歳　出

費

款 既　定　額 補　正

1

　額 計

― 4 ―

1,716 370 12,086

諸支出金2. 16 3,100 3,116

予備費3. 100 100

1

歳　出

.

　合　計 11,832

総

3,470 15,30



0

　　　財　　　　　　源
一　般　財　源

国県支出金 地　方　債 そ　の　他

― 5 ―

単位：千円

3,100 0

3,470 0

補　　　　正　　　　額　　　　の　

3

　　　財　　　　源　

7

　　　内　　　　訳

特

0

　　　　　　定　　　



２歳

1

　４款　繰越金 　１項　繰越金

繰越金 1. 1

３

3,100 3,101

款　

計 1 3,100 3,

繰

101

入金 　１項　基金繰入金

目 既　定　額 補　

入

正　額 計

－－ 6 

基金繰入金 1. 5,771 370 6,141

計 5,771 370 6,14



繰越金 1. 3,

繰

繰越金100

入金

－－ 7 

　４款　繰越金
単位：千円

節
説　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

370基金繰入金 1. 基370 金繰入金

３款

3,100



３歳

一般管理費 1. 11,716 370 12,086 370
繰入

370

計 11,716 370 12,086 370

１

　２

款

款　諸支出金 　１項　基金費

総

基金費 1. 16

務

3,100 3,116

費

3,100
繰越

　１

3,100

項　

計

総

16 3,100 3,1

務

16 3,100

管理費

補　正　額

出

　の　財　源　内　訳
目 既定額 補正額 計 特　　定　　財　　源 一般財源

国県支出金地方債 その他

－－ 8 



款

需用10. 費 光熱水費370 37

総

南山0 エピック団地汚

務

水処理事業
370

費

　光熱水費

　２款

3,100積24.

諸

立金 3,100 基金積

支

立金
3,100

出

　財政調整基金積

金

立金

単位

－－ 9 

：千円

節
説　　　 　　　　　　　明

区　　分 金額 細　　　節

単位：千円

節
説　　　 　　　　　　　明

区　　分 金

１

額 細　　　節

370





議案第６４号

令和４年度日進市五色園団地汚水処理事業特別会計補正予算（ 第１号） につい

て

令和４年度日進市五色園団地汚水処理事業特別会計補正予算（ 第１号） を別冊のと

おり提出します。

令和４年８月３０日提出

日進市長 近 藤 裕 貴

提案理由

地方自治法第２１８条第１項に基づき提案するものであります。





令和４年度（ 第１号）

日進市五色園団地汚水処理事業特別会計補正予算書



令和４年度日進市五色園団地汚水処理事業特別会計補正予算（ 第１号）

令和４年度日進市の五色園団地汚水処理事業特別会計の補正予算（ 第１号） は、次

に定めるところによる。

（ 歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１１，８３４千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ６６，８４２千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「 第１表 歳入歳出予算補正」 による。

令和４年８月３０日提出

日進市長 近 藤 裕 貴



入

4 9,265

金

歳　入　合　計

1

55,008 11,8

3

34 66,842

第１

,

表　　　　歳入

8

歳出予算補

1

正

歳

4

　入 単位：千円

款 項 既

2

　定　額 補　正　額 計

,

― 1 ―

570 16,384

基金繰入金1. 13,814 2,570 16,384

繰4.

3

越金 1 9,264 9,

.

265

繰

繰越金1. 1 9,26



務

,264 9,320

費

歳　出　

5

合　計 55,008 1

4

1,834 66,84

,

2

歳

8

　出 単位：千円

款 項 既

5

　定　額 補　正　額 計

2

― 2 ―

2,570 57,422

総務管理費1. 54,852 2,570 57,422

諸2.

1

支出金 56 9,264

.

9,320

総

基金費1. 56 9



令和４年度（ 第１号）

日進市五色園団地汚水処理事業特別会計補正予算説明書





歳 正

財産収入 55 55

繰入金3.

予

13,814 2,570 16,384

算

繰越金4. 1 9,264 9,265

事

諸5. 収入 3 3

項

歳　入　合　計 55,008 11,834

入 別

66,842

明細書
１　総　括

歳　入

歳

款 既　定　額 補　正　額 計

― 3 ―

単

出

位：千円

下水事業収入1. 4

補

1,135 41,135

2.



務

,842

歳　出

費

款 既　定　額

5

補　正　額 計

― 4 

4

―

,852 2,570 57,422

諸支出金2. 56 9,264 9,320

予備費3. 100 1

1

00

歳

.

　出　合　計 55,0

総

08 11,834 66



7

財

0

　　　源
一　般

0

財　源
国県支出金 地　方　債 そ　の　他

― 5 ―

単位：千円

9,264 0

11,834 0

補　　　　正　　　　額　　　

2

　の　　　　財　　　

,

　源　　　　内　　　

5

　訳

特　　　　　　定



２歳

570 16,384

　４款　繰越金 １項　繰越金

３

繰越金 1. 1 9,

款

264 9,265

計

繰

1 9,264 9,26

入

5

金 　１項　基金繰入金

目 既　定　額 補　

入

正　額 計

－－ 6 

基金繰入金 1. 13,814 2,570 16,384

計 13,814 2,



64繰 1.

繰

越金 繰越金9,264

入金

－－ 7 

　４款　繰越金
単位：千円

節
説　　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

2,570基金繰入金 1. 2, 基金繰入金570

３款

9,2



３歳

一般管理費 1. 54,852 2,570 57,422 2,570
繰入

2,570

計 54,852 2,570 57,422 2,570

１款

　２款　諸支出金 　１項　

総

基金費

務

基金費 1. 56

費

9,264 9,320 9,264
繰越

１項

9,264

総

計

務

56 9,264 9,3

管

20 9,264

理費

補　正　額

出

　の　財　源　内　訳
目 既定額 補正額 計 特　　定　　財　　源 一般財源

国県支出金地方債 その他

－－ 8 



款

7010.需用費 光熱2,570

総

水費 五色園2,570

務

団地汚水処理事業
2,

費

570　光熱水費

２款　

9,264

諸

積立金24. 9,2

支

64 基金積立金
9,2

出

64　財政

金

調整基金積立金

単位

－

：

－ 9 

千円

節
説　　　 　　　　　　　明

区　　分 金額 細　　　節

単位：千円

節
説　　　 　　　　　　　明

区　　分 金

１

額 細　　　節

2,5





議案第６５号 

   物品購入契約の締結について 

（令和４年度職員用パソコン購入） 

下記のとおり物品購入契約を締結するものとする。 

  令和４年８月３０日提出 

                        日進市長 近 藤 裕 貴   

                                     記 

１ 物 件 名   令和４年度職員用パソコン購入 

２ 納 入 場 所   市役所 

３ 契 約の金額   金３８，９５３，２００円 

４ 履 行 期 間   着手  令和４年１０月６日 

           完了  令和５年２月２８日 

５ 契約の相手方   愛知県名古屋市西区牛島町６番１号 

           株式会社インテック 行政システム事業本部 

中部公共営業部 

部長 角丸 修一 

６ 契 約の方法   一般競争入札 

提案理由 

  この案を提出するのは、日進市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第３条の規定により議会の議決を求めるからであります。 





議案第６５号 参考資料 

- 1 - 

令和４年度職員用パソコン購入 

１ 概要 

  職員が業務で使用するパソコンについて、現在のデスクトップ型から持ち運びが

可能なノート型（２ｉｎ１型）に入れ替えることにより、ペーパーレス化をはじめ

とする自治体ＤＸを推進する。 

２ 対象 

  次のいずれにも該当する職員が使用するパソコン 

（１）役職が係長級係長から課長級主幹までの職員 

  ※課長級課長以上の職員が使用するパソコンは令和３年度に入替え済み 

（２）市役所本庁舎又は北庁舎で勤務する職員 

３ 購入物品 

物品 数量 

職員用パソコン 

（Ｄｅｌｌ Ｌａｔｉｔｕｄｅ ５３３０） 

１４０台 

その他周辺機器 

・ドッキングステーション 

・パソコンスタンド 

・セキュリティワイヤ等 

１４０台分 

ソフトウェア 

・オフィスソフト等 

１４０台分 





議案第６６号 

   工事請負契約の締結について 

（日進美化センター／解体撤去工事） 

下記のとおり工事請負契約を締結するものとする。 

  令和４年８月３０日提出 

                        日進市長 近 藤 裕 貴   

                                     記 

１ 工 事 名   日進美化センター／解体撤去工事 

２ 工 事 場 所   日進市梅森町地内 

３ 契 約の金額   金５５９，９００，０００円 

４ 履 行 期 間   着手  令和４年９月 ６日 

           完了  令和５年１１月６日 

５ 契約の相手方   愛知県名古屋市中区丸の内一丁目９番７号 

           鈴中・山本特定建設工事共同企業体 

           代表取締役 鈴木 康仁

６ 契 約の方法   一般競争入札 

提案理由 

  この案を提出するのは、日進市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるからであります。 





議案第６６号 参考資料 

- 1 - 

日進美化センター／解体撤去工事 

１ 工事概要 

し尿及び浄化槽汚泥の処理施設の機能が南部浄化センターに移行したことに伴

い、これまで処理を行ってきた日進美化センターの施設を解体し、及び撤去するも

の。 

２ 業務場所 

（旧）日進美化センター 愛知県日進市梅森町向江１６３０番地 

３ 業務内容 

（１）建屋解体          ４棟 

（２）杭引抜          ５７２本 

（３）埋戻し・盛土   ２７，０４６ 

（４）プラント設備解体      一式 

（５）外構解体・撤去        一式 

４ 建屋解体撤去工事範囲 

処理棟 

車庫

管理棟 地下水機械棟 




